
要介護の方(基本料金 1 回あたり) 

身体介護 

区 分 利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

20 分未満 1,786 円 536 円 358 円 179 円 

20 分以上 30 分未満 2,675 円 803 円 535 円 268 円 

30 分以上 60 分未満 4,237 円 1,272 円 848 円 424 円 

 60 分以上 90 分未満 6,195 円  1,859 円  1,239 円 620 円 

引き続き生活支援を行う場合の金額 

■身体介護 20 分以上 30 分未満＋ 

区 分 利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

 20 分以上  3,391 円  1,018 円  679 円  340 円 

 45 分以上  4,108 円  1,233 円  822 円  411 円 

 70 分以上  4,825 円  1,448 円  965 円  483 円 

■身体介護 30 分以上 60 分未満＋ 

区 分 利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

 20 分以上  4,954 円  1,487 円  991 円  496 円 

 45 分以上  5,671 円  1,702 円  1,135 円  568 円 

 70 分以上  6,387 円  1,917 円  1,278 円  639 円 

■身体介護 60 分以上 90 分未満＋ 

区 分 利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

 20 分以上  6,812 円  2,074 円  1,383 円  692 円 

 45 分以上  7,629 円  2,289 円  1,526 円  763 円 

 70 分以上  8,346 円  2,504 円  1,670 円  835 円 

 

  



生活援助が中心である場合 

 生活援助 

区 分 利用料金 自己負担額 3 割 自己負担額 2 割 自己負担額 1 割 

 20 分以上 45 分未満  1,958 円  588 円  392 円  196 円 

 45 分以上  2,407 円  723 円  482 円  241 円 

加算料金 

初回加算 初回及び 2 カ月利用がなく再開した場合 200 単位 

2 人対応の場合 2 倍（所定単位数の 100 分の 200） 

緊急時加算 1 回につき 100 単位 

特定事業所加算(Ⅱ) 
特定単位数の１００分の１０に相当する単位数に乗じて計算した

額をいただきます。 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
基本単価及び加算単価の合計単価に 13.7％を乗じて計算した額

をいただきます。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
基本単価及び加算単価の合計単価に 6.3％を乗じて計算した額を

いただきます。 

介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 
基本単位及び加算単位の合計単位に 2.4％を乗じて計算した額 

※中山間地域等に居住している方については、1 か月の総単位数に 5％を乗じて計算した料金をいただきます。 

※通常の実施地域を越えて行うサービスの交通費は、実施地域を超えた場所から 1 ㎞につき 15 円をいただきま

す。 

 

要支援及び事業対象者の方(基本料金 1 ケ月あたり) 

 区分  利用料金 自己負担額 3 割  自己負担額 2 割 自己負担額 1 割  

週 1 回程度の利用  12,583 円  3,775 円  2,517 円  1,259 円  

週 2 回程度の利用  25,134 円  7,541 円  5,027 円  2,514 円 

上記を超える利用が必要

な場合 
 39,878 円  11,964 円  7,976 円  3,988 円 

  



加算料金 

初回加算 初回及び 2 カ月利用がなく再開した場合 200 単位 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
基本単価及び加算単価の合計単価に 13.7％を乗じて計算した額を

いただきます。 

介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ) 

基本単価及び加算単価の合計単価に 6.3％を乗じて計算した額をい

ただきます。 

介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 
基本単位及び加算単位の合計単位に 2.4％を乗じて計算した額 

※中山間地域等に居住している方については、1 か月の総単位数に 5％を乗じて計算した料金をいただきます。 

※通常の実施地域を越えて行うサービスの交通費は、実施地域を超えた場所から 1 ㎞につき 15 円をいただきま

す。 

 

料金支払い方法 

利用料金の支払いについては、特定のもの(外部のサービス提供料、物品購入代金など)を除き、原則、毎月月末に

締め、翌月 10 日までに請求書を送付し、サービスを利用した月の翌月の 20 日(ゆうちょ銀行休業日にあたる場合

は、その翌営業日)に、"ゆうちょ銀行"から請求料金を口座引き落とし現金払いの場合については請求を行った日か

ら、14 日以内に、窓口へおこしください。 
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